
海外展開のための支援事業者活用促進事業
令和4年度概算要求額 9.4億円（8.0億円）

中小企業庁 創業・新事業促進課

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

人口減少により国内市場が縮小する中、中小企業者にとって、海外展
開や新事業展開により新たな需要を獲得することが極めて重要となって

います。

本事業では、中小企業が海外展開に向けて、新商品・サービスの開発、
販路拡大、ブランディング等に取り組む際に係る費用について一部補助
を行います。その際、海外展開においては現地のマーケットに関する知見
やネットワークを持つ支援機関・支援事業者を活用しながら事業を実施
することが極めて重要であることから、経済産業省が有力な支援機関・

支援事業者を「支援パートナー」として選出・公表し、中小企業と支援
パートナーとの出会いの場を創出します。

 また、中小企業単独では、海外ビジネスに直結する現地ニーズやトレンド
情報を広く収集することは困難なことから、現地ディストリビューターやマー
ケティング会社からニーズ情報等を入手し、その情報を中小企業の海外
展開に役立てます。

• 中小企業者等が、海外市場等の新たな市場の獲得に向けて新商
品・サービスの開発による販路開拓やブランディング等の取組を行う
場合、その経費の一部を補助します。

○補助上限：500万円

（複数者による共同申請の場合は最大、上限2,000万円）

○補助率：2/3以内

（海外展開を見据えた国内販路開拓、

計画3年目の場合は1/2以内）

• 令和４年度においては、海外展開支援に実績のある支援機関・
支援事業者を、中小企業庁が設置する事務局が「支援パート
ナー」として選出・公表します。中小企業者が補助事業に申請する
際には、いずれかの支援パートナーを活用したうえで事業を実施す
ることを要件とします。

（独）日本貿易振興機構

国

補助（2/3、1/2）

民間事業者 等
（支援パートナー管理事務局）

委託

成果目標

事業終了５年後の採択事業者全体の労働生産性について、20％向

上を目指します。また、本事業で提供した情報を海外展開事業の具体

的な進展に活用した企業の割合が80％以上となることを目指します。
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（２） 国

中小企業者 等

補助（定額）

• 海外ビジネスに直結するニーズや最新のトレンド情報を、JETROを
通じて、現地のディストリビューターやマーケティング会社から直接入
手し、これらを中小企業が扱いやすい形に加工・編集した上で即座
に情報提供することで、優れた商品やサービスを持つ国内中小企
業の効果的な海外市場開拓を後押しします。

(２)現地ニーズ等活用促進事業

(１)JAPANブランド育成支援等事業


